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地方公共団体における行政改革の推進

「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指

針」（平成９年自治事務次官通知）等に基づき、以下のような行政改革

の積極的な取組を地方公共団体に対し要請

○ 行政改革大綱における定員管理の数値目標の設定・公表状況
・都道府県・政令指定都市100.0％､その他の市67.5％､特別区87.0％､町村47.4％

○ 定員管理の適正化
・地方公務員の総数は308万3,597人(H16.4.1現在)｡平成７年から10年連続して純減

平成16年は対前年比で３万３千人以上減少（過去最大の減少）

最近10年間では累積19万８千人以上減少

○ 給与の適正化等
・地方公務員の給与水準(ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数)は、既に全国の93％の団体が100未満。

全地方公共団体平均でも97.9と過去最低水準（H16.4.1現在）。

・1,400以上の団体で独自の給与削減を実施（1,400億円程度）

○ 民間委託等の推進
・一般事務や施設の運営事務の民間委託等を積極的かつ計画的に推進

(都道府県)本庁舎清掃100%,道路維持補修･清掃等94%,児童館100% 等

(市区町村)在宅配食ｻｰﾋﾞｽ96%,ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ派遣91%,下水終末処理施設92% 等

・指定管理者制度を活用し、公の施設の管理を株式会社等に行わせ、経費節減に

取り組む団体も増加。

○ 行政評価制度の導入
・都道府県97.9％、政令指定都市100.0％、中核市91.4％、特例市82.5％が導入

その他の市区では検討中も含め95.2％、町村では検討中も含め56.2％が取組

○ 公正の確保と透明性の向上
・行政手続条例等の制定状況 都道府県・政令指定都市100.0％､市区町村99.5％

・情報公開条例等の制定状況 都道府県・政令指定都市100.0％､市区町村92.9％

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続の導入状況 都道府県89.4％､政令指定都市76.9％、
中核市74.3％、特例市50.0％で導入(予定含む)

一部委託

を含む。

【これまでの取組】

【今後の取組】

○ 「今後の行政改革の方針」（平成16年12月24日閣議決定）に基づき、新たな

地方行革指針を策定（平成17年３月29日）し、地方行革を更に強力に推進。

（参考２）
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地方公務員の定員管理について

○地方公務員の総数は、平成７年から１０年連続して減少

○平成１６年は、対前年比で３万３千人以上減少（過去最大の減少）

○最近１０年間では、累積１９万８千人以上減少

地方公務員の総数 (H16.4.1現在) ３０８万３，５９７人

（内訳）都道府県 １６２万０，９２２人(52.6%)

市区町村等 １４６万２，６７５人(47.4%)

地方公共団体職員総数の推移（千人）
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地方公務員の部門別職員数(H16.4.1現在)

全地方公共団体

警察

270,870人

8.8%

消防

155,245人

5.0%

教育

1,154,416人

37.4%

福祉関係

428,385人

13.9%

福祉関係を除く

一般行政

640,766人

20.8%

一般行政

1,069,151人

34.7%

特別行政

1,580,531人

51.2%

公営企業等会計

433,915人

14.1%

全地方公共団体

3,083,597人

（100.0％）

※H16.4.1現在地方公共団体定員管理調査結果の概要により作成
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市区町村等

都道府県

消防

136,905人

9.4%

教育

206,916人

14.1%

福祉関係

358,978人

24.5%

福祉関係を除く

一般行政

427,779人

29.3%

一般行政

786,757人

53.8%

特別行政

343,821人

23.5%

公営企業等会計

332,097人

22.7%

市区町村等

1,462,675人

（100.0％）

※H16.4.1現在地方公共団体定員管理調査結果の概要により作成

警察

270,870人

16.7%

消防

18,340人

1.1%

教育

947,500人

58.5%

福祉関係

69,407人

4.3%

福祉関係を除く

一般行政

212,987人

13.1%

一般行政

282,394人

17.4%

特別行政

1,236,710人

76.3%

公営企業等

会計

101,818人

6.3%

都道府県

1,620,922人

（100.0％）
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ラスパイレス指数の分布状況の推移
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地方公務員の給与の適正化等について

○地方公共団体独自の給与抑制措置（１，４０５団体）

→約１，４００億円の人件費を抑制 （H16年度見込み）

○ラスパイレス指数は、全団体の９２．８％（2,941団体）が

１００未満（H16.4.1現在）

○全国平均も９７．９に低下（過去最低水準）（H16.4.1現在）

（S49.4.1より▲１２．７）

＜参考＞都道府県・政令指定都市における地方公務員（一般職）の給料削減率

大阪府（昇給の２４月延伸等）、兵庫県（昇給の１年延伸）、福岡県（成績特昇の凍結）その他

北海道（1.7%）、新潟県（1%）～２％

和歌山県（2%・1%）、鹿児島県（2%）２％～３％

宮城県（3.2%）、群馬県（3.5%、1%）、千葉県（3%・2%）、神奈川県（4・2%）、
滋賀県（3～1%）、京都府（3.5%・2.5%）、奈良県（4～2%）

３％～５％

青森県（6～2%）、岩手県（5.8～1.8%）、鳥取県（6～4%）、島根県（5～3%）、

岡山県（6～2.8%）、広島県（7～3%）、名古屋市（5.5～1%）、大阪市（5～1%）

５％～８％

長野県（10～5%）、神戸市（8～4%）、広島市（9～3%）８％～

給料削減を実施している地方公共団体（抑制措置の内容）削減最高率

※H16.4.1現在地方公務員給与実態調査結果の概要により作成


